
◎独立行政法人海洋研究開発機構法 
（平成一五年六月一八日法律第九五号）   

一、提案理由（平成一五年四月一七日・参議院文教科学委員会） 

（独立行政法人日本学生支援機構法（平一五法九四）の提案理由と一括して掲載） 

二、参議院文教科学委員長報告（平成一五年五月一六日） 

○大野つや子君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、文教科学委員会に

おける審査の経過と結果を御報告申し上げます。 

……………（略）…………… 

 次に、独立行政法人海洋研究開発機構法案は、海洋科学技術センターを解散し、その

組織と東京大学海洋研究所の組織の一部とを統合した独立行政法人海洋研究開発機構を

設立しようとするものであります。 

 委員会におきましては、両法律案を一括して議題とし、参考人から意見を聴取すると

ともに、独立行政法人海洋研究開発機構における船舶の運用等の業務の概要、新たな奨

学金の返還免除制度の内容、高校奨学金の地方移管後の財源措置、保証機関が行う事業

の概要、留学生に対する支援施策の一層の充実の必要性等について質疑が行われました

が、その詳細は会議録によって御承知願いたいと存じます。 

 質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して畑野委員より両法律

案に対して反対の意見が述べられ、続いて、順次採決の結果、両法律案はいずれも多数

をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 

 なお、両法律案に対しそれぞれ附帯決議が付されております。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（平成一五年五月一五日） 

 政府及び関係者は、本法の施行に当たっては、次の事項について特段の配慮をすべき

である。 

一、独立行政法人への移行に当たっては、自律的、効率的に運営を行うという独立行政

法人制度の趣旨が十分発揮されるよう、その運用に万全を期すること。 

二、業績評価等を行うに当たっては、独立行政法人海洋研究開発機構の行う研究開発の

特性を踏まえ、適切な評価が実施されるよう十分配慮するとともに、その評価体制・

手法について継続的に見直し、改善を行うこと。 

三、海洋科学技術の研究開発を行うに当たっては、産学官の連携を一層推進し、成果の

有効活用に努めること。 

四、船舶の効果的かつ効率的な活用を図ることにより、運航日数の増加、観測海域の拡

大等、研究機会の提供拡大を含めた研究環境の充実に努めること。 

五、独立行政法人海洋研究開発機構への移行に当たっては、これまで維持されてきた職

員との雇用の安定を含む良好な労働関係に十分配慮すること。特に、現に船舶の運航

に係る業務に従事する職員については、その業務の特性にかんがみ、雇用の維持につ



いて特段の配慮をすること。 

 右決議する。 

三、衆議院文部科学委員長報告（平成一五年六月一○日） 

○古屋圭司君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、文部科学委員会にお

ける審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 

……………（略）…………… 

 次に、独立行政法人海洋研究開発機構法案は、海洋科学技術センターと東京大学海洋

研究所の組織の一部とを統合して独立行政法人を設立するものであります。 

 両案は、参議院先議に係るもので、五月二十七日本委員会に付託され、同月三十日か

ら質疑に入り、去る六月六日質疑を終局し、討論の後、採決の結果、両案は賛成多数を

もって原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 なお、両案にそれぞれ附帯決議が付されたことを申し添えます。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（平成一五年六月六日） 

 政府及び関係者は、本法の施行に当たっては、次の事項について特段の配慮をすべき

である。 

一 独立行政法人への移行に当たっては、自律的、効率的に運営を行うという独立行政

法人制度の趣旨が十分発揮されるよう、その運用に万全を期すること。 

二 業績評価等を行うに当たっては、独立行政法人海洋研究開発機構の行う研究開発の

特性を踏まえ、適切な評価が実施されるよう十分配慮するとともに、その評価体制・

手法について継続的に見直し、改善を行うこと。 

三 海洋科学技術の研究開発を行うに当たっては、産学官の連携を一層推進し、成果の

有効活用に努めること。 

四 船舶の効果的かつ効率的な活用を図ることにより、観測海域の拡大等、研究機会の

提供拡大を含めた研究環境の充実に努めること。また、船舶の運用に当たっては、海

洋研究の将来を担う人材の養成にも配慮して大学及び大学共同利用機関との緊密な連

携協力に努めること。 

五 独立行政法人海洋研究開発機構への移行に当たっては、これまで維持されてきた職

員との雇用の安定を含む良好な労働関係に十分配慮すること。特に、現に船舶の運航

に係る業務に従事する職員については、その業務の特性にかんがみ、雇用の維持につ

いて特段の配慮をすること。 


